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暴風・地震等の警報に伴う措置について 
 
 平素は本校教育の推進にご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。  
さて、今年も「暴風警報（含む大雨暴風警報）」の発令や地震の発生が予想されます。
警報発令の場合の措置につきましては、下記のとおりさせていただきますので、お知ら
せいたします。  
 

暴風警報またはレベル４大雨危険警報（レベル５大雨特別警報を含む）発令時の措置  

    
吹田市または吹田市を含む北大阪に「暴風警報」または「レベル４大雨危険警報」
（レベル５大雨特別警報を含む）」が発令された場合。  

       大雨・洪水警報や注意報などが発令された場合は含まれません。  

１  
午 前 ７ 時 の 時 点 で 暴 風 警 報 ま た は  
レベル４大雨危険警報（レベル５大雨
特別警報を含む） が で て い る 場 合  

「 自 宅 待 機 」 と し ま す 。  

２  
午 前 ９ 時 ま で に 暴 風 警 報 ま た は  
レベル４大雨危険警報（レベル５大雨
特別警報を含む） が 解 除 さ れ た 場 合  

安 全 に 注 意 し て 「 登 校 す る 」  
解 除 後 、 １ 時 間 後 に 授 業 を 行 い ま す 。  

３  
午 前 ９ 時 現 在 暴 風 警 報 ま た は  
レベル４大雨危険警報（レベル５大雨
特別警報を含む） が 発 令 中 の 場 合  

「 臨 時 休 業 」 と し ま す 。  

４  授 業 中 警 報 が 発 令 さ れ た 場 合 は 、 安 全 に 注 意 し 、 下 校 さ せ ま す 。  

   
※ た だ し 地 域 の 特 性 等 で 児 童 の 安 全 確 保 の た め 学 校 判 断 で 授 業 を 打 ち 切 り 、下 校 さ せ る よ う な
場 合 も あ り ま す 。  

   急 な 下 校 時 に 家 庭 で ど う 過 ご す の か 、 普 段 か ら 児 童 に 教 え て お い て く だ さ い 。  
 
※ 前 日 が 学 校 休 業 日 の 場 合 は 連 絡 が で き ま せ ん 。警 報 発 令 時 は 上 記 の 表 に 準 じ て ご 判 断 く だ さ
い 。  

 

地震発生時の措置  

    
※  吹田市に震度５弱以上の大規模地震（余震）が発生した時の対応  
       （本 市 に お い て は 、 震 度 ５ 弱 以 上 で 『 災 害 警 戒 本 部 』 が 設 置 さ れ ま す 。 ）  

１  「 登 校 前 」  「臨時休業」  各 家 庭 で 安 全 確 保 に 努 め て く だ さ い  

 

２  

 

 

「 登 校 途 上 」  

 

① 危 険 な 場 所 を 避 け 、 安 全 な 場 所 に 一 時 避 難 し た 後 、 原 則 と し て 速 や
か に 登 校 す る 。  
 ＊ 学 校 は 避 難 場 所 で す 。 た だ し 、 地 震 発 生 時 、 家 に 近 く 、 家 に 帰 っ

た 方 が 安 全 な 場 合 も あ り ま す の で 、 原 則 と し て と し て い ま す 。  
② 学 校 で は 、 安 全 な 場 所 に 避 難 さ せ 、 保 護 ・ 監 督 し 、 安 全 確 認 の 上 、

保 護 者 に 引 き 渡 す 。  

３  「 在 校 時 」  
①  安 全 な 場 所 へ 避 難 誘 導 さ せ 、 保 護 監 督 に あ た る 。  
②  安 全 確 認 の 上 、保 護 者 に 引 き 渡 す ま で 学 校 で 保 護・監 督 を 継 続 す る 。 

４  「 下 校 途 上 」  危 険 な 場 所 を 避 け 、安 全 に 避 難 し た 後 、可 能 な 限 り 速 や か に 帰 宅 す る 。 

   
 
 
 
 
 
 
※  緊急時の連絡先（安全カードに記入されたもの）に変更があれば、すみやかに担任
にお知らせください。  

  
※  学校の電話  ０６－６３８６－０８９１     ＦＡＸ    ０６－６３８６－９８４２  

 非 常 時 、集 団 下 校 を さ せ る 場 合 は 、さ く ら 連 絡 網 等 可 能 な 限 り そ の 旨 を お 知 ら せ し 、集
団 下 校 等 い た し ま す が 、 メ ー ル ・ 電 話 等 が 不 通 に な り 、 連 絡 不 能 の 場 合 も あ り ま す 。  
こ の 点 よ ろ し く ご 理 解 い た だ き 、 可 能 な 限 り お 出 迎 え 下 さ い 。  
※ 地 震 で は 、予 期 で き な い 事 態 が 発 生 す る こ と が あ り ま す 。各 家 庭 で 状 況 を 判 断 し 、安 全  
確 保 に 努 め て く だ さ い 。   


